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１．法人の概要 

 名 称  学校法人 光の園（昭和５１年１２月２２日法人設立） 

 代表者  理事長 小池 禎子     

 住 所  大阪市西淀川区大和田５－１７－６   

 電 話  ０６－６４７１－４２４８ 

 ＦＡＸ  ０６－６４７８－１５２８ 

 設置する学校  

    住 所 大阪市西淀川区大和田５－１７－６  

    名 称 幼保連携型認定こども園光の園幼稚園 

 役 員   理 事 ６名  監 事 ２名 

 評議員   １２名 

 理事会    ３回開催  評議員会   ３回開催 

 職 員   ５１名 

２．事業の概要 

 （ 幼保連携型認定こども園光の園幼稚園 ） 

 ≪教育方針≫ 

   「勇気と、感動と、やさしさ。」をスローガンに健やかな身体と豊かな心を育み

ます。 

 ≪教育内容≫ 

   元気に友達と遊んで、人とのかかわりを、動植物にふれて自然の力をお話の世界

で遊んで感性を、幼稚園生活すべてが学びです。 

≪園児数≫ 

３号子ども 

０歳児 １歳児 ２歳児

園児数 園児数 園児数

利用定員 6 16 18 40

2021年度 8 16 17 41

2022年度 6 16 18 40

園児数計

 

１・２号子ども 

  

利用定員 3 70 2 70 2 70 7 210

2020年度 3 58 2 53 2 61 7 172

2021年度 3 62 2 52 2 53 7 167

2022年度 3 61 2 55 2 53 7 169

 

 ≪保育時間≫ 

   月～金曜日 午前９時～午後２時（水曜日は午後 1 時まで） 

   土曜日   休園 



 ≪公定価格≫ 

  利用者負担金 １号、２号、３号認定ごと、各市で定められた額 

 ≪上乗せ徴収≫ 

  施設維持費     年額 １５，０００円 

  教育充実費     月額  ５，２００円（１号）、６，５００円（２号） 

 ≪実費徴収≫ 

通園バス費     月額３，０００円（１号）、月額  ５００円（２号） 

  給食費       月額４，８００円（１号）、月額４，８００円（２号） 

  安全管理費     年額４，８００円（１号）、月額１，０００円（２号） 

  園費        月額２，０００円（３号） 

  本代        月額  ４００円（２歳児） 

 ≪その他の費用≫ 

  入園手続料    ５，０００円 

施設整備費   ６０，０００円（卒在園児の子弟兄弟は減免あり３０，０００円） 

 ≪預かり保育の内容及び費用≫ 

① １号認定 月～金曜日 保育終了後～午後５時 

長期休業中 午前９時～午後５時  

午前７時３０分～午前８時３０分は早朝保育   

３０分１００円（但し１２５円の日もあり） 

（午前７時３０分～午前８時は３００円） 

② ２号認定 月～土曜日 午前７時３０分～午後６時３０分 

延長保育 午後６時３０分～午後７時（１回３００円） 

 ≪行事実施状況≫ 

   舞洲緑地、元浜緑地、高見新家公園への園外保育、保育参観、DAY CAMP 

夏まつり、運動会、秋まつり、音楽鑑賞会、音楽会、おもちゃライブラリー 

生活発表会 

 ≪施設関係≫ 

   園地総面積 １，２００㎡ 運動場面積 ７８０㎡ 

 ≪設備関係≫ 

   フェンスおよびテント新設、テーブル 14 台、椅子 50 脚 

≪事業報告≫ 

   わが国は、結婚しなければ出産しにくい社会であるが、新型コロナウイルスの

影響による婚姻率（人口千人当たり件数、２０１５年～１９年の平均４．９から、

２０年４．３、２１年４．１）の低下、既婚女性の出産控え、加えて未婚女性の

希望子ども数が２人から１．５８人を下回る状況となり、２０２２年の出生数は、

７９万９千人（日本人の確報ベースでえは７７万人）と超少子化が進んでいる。

岸田総理大臣は、出生率を反転させるため、従来とは次元の異なる少子化対策の

実現を表明し、４月には子ども家庭庁をスタートさせ、「こども未来戦略会議」

を開催し、６月の骨太方針までに将来的なこども・子育て予算の倍増に向けた大



枠を示す決意を改めて表明した。 

一方、教職員採用も厳しい状況が続いており、府内の養成校においては、募集

定員を大幅に割り込み、採用不安の解消には程遠い状況である。 

また、第２１１回国会においては、私立学校法の改正が可決され、「執行と監

視・監督の役割の明確化・分離」の考え方から、評議員・評議員会の権限強化の

見直しを中心に寄付行為の全面改訂の手続きが予定されている。 

自己評価については、確実に実施し公表しているが、その自己評価の内容を、

学校関係者評価委員会で十分検討して頂き、別紙を別紙のとおり纏め公表に努め

た。 

財務面では、事業活動収支計算書より、教育活動収入計が 273,548 千円（前年

度、270,369 千円）、教育活動支出計 276,751 千円（前年度、266,559 千円）、

教育活動収支差額▲3,203 千円（前年度 3,810 千円）、経常収支差額比率▲1.17％

（前年度 1.40％）の経営状況である。 

また、人件費比率（人件費／教育活動収入計＋教育活動外収入計）は、71.80％

（前年度 73.63％）となった。翌年度繰越支払資金は、当年度の保持すべき資金

（第４号基本金）の額を相当上回る額の支払資金を保持できているので、資金繰

りは問題ない。 

≪苦情解決≫ 

 6 件 いずれも解決済み 

３．財務状況 

  別紙参照。 


